
屋内退避訓練について

越前市では、美浜発電所や敦賀発電から３０ｋｍ圏内に位置しており、万が一、原子力発電所で
事故が起き、放射性物質が放出された場合には、適切な避難行動をとる必要があります。
空間放射線量によって避難行動は変わり、自宅などの建物に避難する「屋内退避」と市外に避難

する「広域避難」があります。
この度、福井県原子力総合防災訓練の実施にあわせて、市内全域を対象に屋内退避訓練を実施

することになりましたので、皆様ご協力をお願いします。

日時・方法

屋内退避とは

緊急速報メールの配信について

原子力防災のしおりについて

■ 訓練概要 美浜発電所での事故を想定した屋内退避訓練を実施します。

■ 実施日時 １０月２５日（土）午前８時３０分～

■ 実施方法 防災行政無線の放送や緊急速報メールが届いたら、屋内に避難してください。

※訓練ではテレビやラジオ等での情報配信はありません。

※屋内退避に関する説明は次ページを参照してください。

「屋内退避」とは、万が一、原子力発電所で重大な事故が起こり、放射性物質が放出され
た場合に、被ばくを避けるために最初に行う行動です。
放射性物質はものを通り抜ける力がありますが、建物の中にいることで、屋根や壁などが

放射線を遮ってくれるため、身体への影響を軽減することができます。

緊急速報メールとは、避難情報や緊急地震速報を携帯電話・スマートフォンに連絡する
サービスで、対応機種すべてに配信されます。
緊急速報メールは、警報音とバイブレーション、画面表示によって通知を行います。
基本的にマナーモード中でも鳴動されますが、一部機種では設定等によって受信・鳴動が

されないことがあります。
詳しくは、ご契約の携帯ショップ等にお聞きください。

市民の皆様に原子力災害に関する基礎知識や、
原子力災害時の避難行動について知っていただ
き、いざという時に適切な行動がとれるよう、
「越前市原子力防災のしおり」を作成しております。
下記からダウンロードできますので、訓練前に

ぜひご一読ください！

問合せ先：越前市総務部防災危機管理課 ０７７８ー２２－３０８１

越前市原子力防災のしおり

スマートフォンのカメラでスキャン！→

令和７年度福井県総合防災訓練




